
＜保護者用＞ 

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。 

（なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行を可能な限り防

ぐことはもちろん、子ども達が一日快適に生活できることが大切です。 

保育園児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断

にしたがい、登園届の提出をお願いいたします。なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復

してから登園してくださるようご配慮ください。 

 

○医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症 

★ウィルス性肝炎 肝機能が正常であること。急性肝炎の場合は症状が消失し全身状態が良

く、医師が登園を認めた時 

★溶連菌感染症 抗生物質治療開始後 24～48 時間を経て全身状態が良く、医師が登園を

認めた時。初日と翌日は出席停止扱い 

★流行性嘔吐下痢症 流行拡大の恐れがある場合は出席停止扱いとする。下痢、嘔吐症状の回

復後、全身状態が良く、医師が登園を認めた時 

★感染性胃腸炎 

（小型球形ウィルス細菌性） 

下痢、嘔吐の症状が治まり、全身状態が良く、普段の食事がとれ、医師

が登園を認めた時 

★ロタウィルス感染症 下痢、嘔吐の症状が治まり、全身状態が良く、普段の食事がとれ、医師

が登園を認めた時 

★ノロウィルス感染症 下痢、嘔吐の症状が治まり、全身状態が良く、普段の食事がとれ、医師

が登園を認めた時 

★マイコプラズマ肺炎 発熱や激しい咳が治まって医師が登園を認めた時 

★RSウィルス感染症 重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良く、医師が登園を認めた時 

★帯状疱疹 すべての発疹がかさぶたになり、医師が登園を認めた時 

★単純ヘルペスウィルス感染症 主な症状がほとんど消失し、医師が登園を認めた時 

★突発性発疹 解熱し機嫌がよく全身状態が良く、医師が登園を認めた時 

登 園 届（保護者記入） 

妙徳保育園園長殿 

入園児童氏名                 

 

病名                          と診断され、   

 年   月   日  医療機関名（             ）において

病上が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園します。 

 

保護者名                   印またはサイン 

 

 



 


